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岩手沿岸南部広域環境組合会計年度任用職員の給与に関する規則 

 

令和 ２年 ３月１９日  規則４号  

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、岩手沿岸南部広域環境組合会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例（令和２年岩手沿岸南部広域環境組合条例第１号。以下「条例」と

いう。）の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものと

する。 

 （給与） 

第２条 岩手沿岸南部広域環境組合会計年度任用職員の給与については、釜石市会計

年度任用職員の給与に関する規則（令和元年釜石市規則第１３号）の例による。 

２ 前項のうち、報酬の支給日については、その月の１８日とする。ただし、その日

が土曜日、日曜日又は休日（岩手沿岸南部広域環境組合職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例（平成１８年岩手沿岸南部広域環境組合条例第１４号）第９条に

規定する休日をいう。）に当たるときは、その翌日以後の日であって、１８日に最も

近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


